
 

令和５年６月９日 

 

経済産業省商務・サービスグループ 

消費・流通政策課 

 

 

 

商業施設内の遊戯施設の安全に関する注意喚起 

 

「令和５年５月２７日に飲食店内における滑り台のような遊具にて、子供が手に持っていたロ

ープを離して滑ろうとした瞬間、ロープが首に絡まり、首を引っ張られる形になる事故が発生し

た」と報道されております。 

詳細は当課でも把握しきれておりませんが、商業施設内の遊戯施設において同様の事案が生じ

ないよう事案の周知と注意喚起を行います。 

各事業者におかれましては、同様の事案が発生しないよう遊戯施設・安全対策の点検を行うと

ともに、「商業施設内の遊具施設の安全に関するガイドライン」を踏まえた安全対策に努めてく

ださい。 

 

 【報道ぶり】 

https://www.youtube.com/watch?v=IWEdc5zcMUo 

【商業施設内の遊具施設の安全に関するガイドライン】 

商業施設内の遊戯施設の安全に関するガイドライン （METI/経済産業省） 

 

 

【問合せ先】 

 経済産業省 消費・流通政策課 

 三瀬・竹光 

    ℡：03-3501-1708 

                                             mail: exl-suijosecchiyugu@meti.go.jp 
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